
 



 

 

 

 

 

 

 

「万引き」とは、コンビ二、スーパーなどのお店で、お金を払

わないで商品を、持ってでることです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お店の人に見つかってから商品

を返したり、お金を払っても、

“盗んだ”ことは、“窃盗罪”

であることと同じです。 

こんな言い訳は許されません！！ 

  ●友だちがしていたから。 

  ●上級生に命令されたから。 

  ●ドキドキすることを、してみたかったから。 

  ●なんとなくイライラしていた、ストレスがあるから。 

おむすび１個、消しゴム

１個でも、お金を払わず

に、お店からでたら…

(―_―)!! 




